
船舶事故等調査報告書 

平成２４年６月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第９号 

事故等種類 座洲 

発生日時 平成２３年１１月２３日（水、祝日） １８時００分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港 

 姫路市所在の網干西灯台から真方位０４５°７１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４６.０′ 東経１３４°３５.５′） 

事故等調査の経過 平成２４年１月２６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット ｍｉｓｔｒｅｓｓ
ミ ス ト レ ス

、５トン未満（長さ７.１９ｍ） 

 ２５２－７６５８兵庫、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

死傷者等 なし 

損傷 なし 

事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者４人を乗せ、船体中央部の喫水

が約１.５ｍで‘姫路港網干区にあるマリーナ’（以下「本件マリーナ」と

いう。）に向けて姫路港内を航行中、工場の灯りが見えたので、ふだんに

変針場所の目標としている工場の灯りと思い、変針して姫路市網干区浜田

と網干浜の間の水域を北進中、平成２３年１１月２３日１８時００分ごろ

浅瀬に乗り揚げた。 

 本船は、他船にえい
．．

航されて離礁した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １ 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

日没時刻：１６時５３分ごろ 

その他の事項 船長は、ふだん、本件マリーナへの入出港は‘網干区網干浜と広畑区富

士町の間の水域’（以下「東水域」という。）を航行していた。 

船長は、本船での日没後の航行経験はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、姫路港を北進中、船長が、船位の確認

を行っていなかったことから、東水域を航行して

いると思い込み、網干西灯台北東沖の浅瀬に向け

て航行し、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、姫路港を北進中、船長が、船位の確

認を行っていなかったため、東水域を航行していると思い込み、網干西灯

台北東沖の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ



る。 

 ・夜間、航行する場合は、船位確認の目標を事前に調査しておくこと。 

 




